
第２２期 第２４回 筑前海区漁業調整委員会議事概要 

 

１．日 時  令和５年１１月２４日（金）１３：５５～１４：５０ 

 

２．場 所  福岡県庁 漁業調整委員会室（福岡市博多区東公園７番７号）  

福岡市漁業協同組合唐泊支所（福岡市西区大字宮浦２７３－１２） 

 

３．出席者 

  筑前海区漁業調整委員会 委員      ９名 

 

４．臨席者 

  福岡県農林水産部水産局漁業管理課    １名 

       〃     水産振興課    ３名 

  筑前海区漁業調整委員会事務局      ３名 

  福岡県水産海洋技術センター       １名 

  福岡県漁業協同組合連合会        ２名 

   

５．議題及び議決内容 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

（説明）   

水産振興課から資料１－１から１－５に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  委員：ステップアップ管理は、まだ色々詰めるべき課題があっても段階的にやっていこ

うということだが、資源評価の精度が低く実態と異なっていたり、配分や漁獲実

績報告をするときにまだ体制が整わないなど色んな不都合が生じていても、完

全な形でのＴＡＣの運用になるのではないかといった不安を漁業者は持ってい

る。 

変に引き延ばすという意味ではないが、ちゃんと回していけるまで、じっくり良

く理解しながら時間をかけてやれるのか、水産庁としっかり詰めていただきた

い。 

水産振興課：ステップ２からステップ３に上がるときに、ステークホルダー会合を行う

ことになっているので、そこで問題解決をしていけたらと考える。 

（審議結果） 

諮問内容のとおり福岡県資源管理方針を一部改正することが適当であると答申するこ 

とを決定した。 

（２）特定水産資源の知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

（説明）   

水産振興課から資料２－１から２－３に基づき、説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

委員：現行水準の運用について、どのようにして具体的に公平性を確保していくか、

県の方で国と対応していただきたい。 

（審議結果） 

諮問内容のとおり知事管理漁獲可能量を設定することが適当であると答申するこ 



とを決定した。 

（３）ぼら囲いさし網漁業の許可方針について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料３に基づき、説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

委員：「当該漁業権者の同意がある場合に限り操業を認める。」とある「３ 条件」の

但し書と、表の中の「共同漁業権漁場以外においては操業してはならない。」

という文言は矛盾する。そのため、但し書きは「上段の表に掲げるものに関わ

らず、同意がある場合においては漁業調整委員会で協議の上、操業を認めるこ

とがある。」といった書きぶりの方が良い。 

漁業管理課：但し書きの文言については、漁業管理課で整理し、後日あらためて協議

させていただきたい。  

（審議結果） 

追加する条件については原案のとおり承認された。 

「３ 条件」の文言については、漁業管理課で整理後、再度協議することとなっ 

た。 

（４）潜水器漁業の新規許可について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料４に基づき、説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  特になし。 

（審議結果） 

他の漁業の操業に支障を及ぼさないことという意見をつけて、新規着業を承認した。 

（５）その他 

特になし。 

 

６．追加議題及び議決内容 

（１）雑魚かご漁業の新規許可について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から追加資料１に基づき、説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  特になし。 

（審議結果） 

他の漁業の操業に支障を及ぼさないことという意見をつけて、新規着業を承認した。 

 


